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TEL 0284-43-0110

堀込町交番

TEL 0284-71-8166
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号

〇期間

令和６年１２月１１日（水）～令和６年１２月３１日（火）

〇運動の重点

● こどもと高齢者の交通事故防止

● 飲酒運転等の根絶

● 自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

● 「ライト４（フォー）運動」、「原則ハイビーム」の促進と

反射材用品等の着用促進

令和６年１１月１日から道路交通法が改正され、

自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化！！

携帯電話使用等 最大１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金

酒気帯び運転 ３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

と厳罰化されています。年末に向け飲酒が増える時期となりますので違反しないよ

う気を付けてください。


